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「職場の健康診断実施強化月間」の実施に関する協力依頼について 

 

時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。 

労働安全衛生法（以下、「安衛法」）に基づく健康診断および事後措置等の

実施を改めて徹底するため、平成25年度より全国労働衛生週間準備期間である

毎年9月に実施されている「職場の健康診断実施強化期間」を本年も実施するこ

ととなりました。本年度の強化月間については、新型コロナウイルス感染症を

踏まえた安衛法等に基づく健康診断の実施等に係る対応も踏まえて、別紙の通

り取組み月間の取り組みを実施することとしております。 

つきましては、本件の趣旨を御理解いただき、貴会会員ならびに貴会関係郡

市区医師会等への周知方につきまして、特段のご高配を賜わりますようお願い

申し上げます。 

なお、本年度の全国労働衛生週間の実施については、令和4年7月29日付日医

発第822号にてご案内しておりますことを申し添えます。 

 

記 

 

電子版掲載先（厚生労働省） 

https://www.mhlw.go.jp/content/11302000/000979218.pdf 

 

以上 

（公印省略） 

https://www.mhlw.go.jp/content/11302000/000979218.pdf


公益社団法人日本医師会会長殿

「1哉場の健康診断実施強化月間」の実施に関する協力依頼にっいて

安全衛生行政の推進につきましては、平素より格段の御配慮を賜り、厚く御礼
申し上げます。

労働安全衛生法(昭和47年法律第57 号。以下「安偉H釦という。)に基

づく健康診断の実施、健康診断結果についての医師の意見聴取及びその意見を

勘案した就業上の措置(以下「事後措置等」という。)の実施にっいて、改め
て徹底するため、平成25年度より全国労働衛生週間準備期間である毎年9月

を「職場の健康診断実施強化月間」(以下「強化月間」という。)と位置付
け、集中的・重点的な指導を行っているところです。

本年度の強化月間については、新型コロナウィルス感染症の状況を踏まえた
労働安全衛生法等に基づく健康診断の実施等に係る対応も踏まえて、下記のと

おり強化月間の取組を実施することとしておりますので、趣旨をご理解の上、別

添1から別添8のり一フレット等を活用する等、傘下団体・企業に対する周知等
について、特段の御配慮をお願いいたします。

厚生労働省労働基準局安全衛生部長

(公印省略)

基安発0825第3号

令和4年8月25日

1 重点事項

(1)健康診断及び事後措置等の実施の徹底

(2)健康診断結果の記録の保存の徹底

(3)一般健康診断結果に基づく必要な労働者に対する医師又は保健師による
保健指導の実施

(4)新型コロナウイルス感染症の状況を踏まえた安衛法等に基づく健康診断
の実施に係る対応

(5)高齢者の医療の確保に関する法律(昭和 57年法律第 80 号。以下「高確
法」という。)に基づく医療保険者が行う特定健康診査・保健指導との連携

(6)令和2年12月23日付け基発 1223第6号「特定健康診査等の実施に関す
る協力依頼について」に基づく定期健康診断のうち特定健康診査に相当す
る項目の結果の医療保険者への提供等

(フ)健康保険法(大正Ⅱ年法律第70号。以下「健保法」という。)に基づく
保健事業との連携

記



(8)平成30年3月29日付け基安労発0329第3号吐也域産業保健センター事

業の支援対象に関する取扱いについて」を踏まえた小規模事業場における

産業保健総合支援センターの地域窓口の活用

2 取組を実施する上での留意点

(1)派遣労働者については、健康診断に関する措置義務について、派遣元・派

遣先の役割分担がなされているため、以下の事項に留意してぃただきたい

こと。

ア派遣元事業場による一般健康診断、派遣先事業場による特殊健康診断の

実施状況を確認すること。

イ派遣元事業場においては一般健康診断及び特殊健康診断結果の記録の

保存、派遣先事業場においては特殊健康診断結果の記録の保存状況を確認
すること。

ウ派遣労働者に対する一般健康診断の事後措置等の実施にっいては、派遣

元事業場にその義務が課せられているが、派遣先事業場でなければ実施で

きない事項等もあり、派遣元事業場と派遣先事業場との十分な連携が必要

であることから、両事業場の連携が十分でない事案を把握した場合は、十
分に連絡調整を行う必要があること。

(2) 1の(4)について、健康診断実施機関の予約が取れない等の事情により、
やむを得ず法定の期日までに実施することが困難な場合には、可能な限り

早期に実施できるよう計画を立て、当該計画に基づき実施してぃただきた
いこと。

また、健康診断を実施する際には、いわゆる"三つの密"を避けて十分な

感染防止対策を講じた健康診断実施機関において実施する必要があること

などについて、併せて周知を行っていただきたいこと。

また、別添1のり一フレットの活用等により、労働者に対して、労働者は

健康診断の受診義務があるととを周知していただきたいこと。

併せて、管内外国人労働者を雇用する事業者等に対して、一般定期健康診
断の問診票の外国語版(英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語、

インドネシア語、ベトナム語、タガログ語、タイ語、ネパール語クメーノレ
言五

ミャンマー語、モンゴルi副(※1)の周知を行っていただきたいこと。ロロ、

(3) 1の(5)及び(6)については、事業者が高確法に基づいて安衛法に基

づく定期健康診断結果を求めた保険者に対して、当該結果のうち特定健康

診査に相当する項目を提供しなければならないことを知らないこと等によ

り、中小企業等における取組が進んでいないといった指摘がある。医療保険

者への健康診断の結果の情報提供により、コラボヘルス等が推進され、労働
者の健康保持増進につながることから、令和2年12月23日付け基発 1223

第6号「特定健康診査等の実施に関する協力依頼について」に基づき、高確

法に基づく定期健康診断のうち特定健康診査に相当する項目の結果の提供

の義務について、別添2のり一フレットの活用等により、改めて周知を行っ
ていただきたいこと。

(4) 1の(フ)については、令和3年6月Ⅱ日に健保法が改正され、令和4



年1月より、特定健康診査の対象とならない40歳未満の労働者の定期健康

診断結果についても、保険者から求められた場合の提供が事業者に義務付

けられたところであり、別添2のり一フレットを用いて、併せて周知を行っ

ていただきたいこと。

(5) 1の(8)については、産業保健総合支援センターの地域窓口(地域産業

保健センター)において、産業医の選任義務のなし>卜規模事業場を対象とし

て、健康診断結果についての医師からの意見聴取、脳・心臓疾患のりスクが

高い労働者に対する保健指導等の支援を行っていることから、小規模事業

場への指導等の際は、必要に応じて、別添3のり一フレットの活用等によ

り、その利用を勧奨していただくこと。

(6)安衛法に基づく各種健康診断の結果報告については、電子申請の利用が可

能であることから、別添4のり一フレットの活用等により、その利用を勧奨
していただきたいこと。

3 健康診断以外の産業保健に関する取組の周知・啓発

事業場における産業保健の推進を図るため、重点事項と併せて、以下の取組

についても周知・啓発を行っていただきたいこと。

(1)ストレスチェックの確実な実施と集団分析結果の活用による職場環境改
善の推進

(2)「事業場における労働者の健康保持増進のための指針」(昭和63年健康

保持増進のための指針公示第1号、令和4年3月31日最終改正)に基づく
取組の推進

ア地域資源の活用については、吐也域・職域連携推進ガイドライン」.(平
成17年3月策定、令和元年9月改訂)に基づく取組

イ_運動の習慣化等による健康保持増進については、スポーツ庁のり一フレ

ツト等(※2)を活用した「体力つくり強調月間」(毎年10月1日~31

日)、スポーツの日 a0月10日)及び「SP0此 inLife コンソーシアム」
の周知啓発

(3)職場における新型コロナウイルス感染症の拡大防止対策の実施

ア「取組の5つのポイント」(※3)を用いた取組状況の確認

イ実践例を盛り込んだり一フレット(※4)や「職場における新型コロナ

ウイルス感染症の拡大を防止するためのチェックリスト」(※5)等を活
用した取組

ウ「職場における新型コロナウイルス感染症対策のための業種・業態別マ

ニュアノレ」(※6)に基づく取組

(4)職場における感染症に関する理解と取組の促進

ア明干炎対策の推進に関する基本的な指針」(平成23年5月16日策定、
令和4年3月7日改訂)に基づく職域での検査機会の確保等

イ「職場におけるエイズ問題に関するガイドライン」(平成7年2月20日

策定、平成22年4月30日改ヨ丁)に基づく取組

ウ令和4年4月20日付け基安労発 0420 第1号「従業員に対する風しん

の抗体検査の機会の提供について(協力依頼)」等に基づく抗体検査の機



会の提供等

(5)職場におけるがん検診の推進

ア健康診断実施時に、事業者や健康診断実施機関等から、がん検診の受診
勧奨(※ 7)

イ特に、女性従業員に対し、子宮頸がん検診や婦人科等の定期受診促進に

ついて、別添5のり一フレットを活用し、周知

ウ「職域におけるがん検診に関するマニュアノレ」(平成30年3月策定)
を参考にしたがん検診の実施

工別添6のり一フレットを活用し、がん対策推進企業アクションの周知

(6)更年期障害に関する理解の促進

ア別添7のり一フレットを活用し、産業保健総合支援センターにおける人

事労務担当者・産業保健スタッフ向けの女性の健康課題に関する専門的研
修の周知

イ e・ヘルスネットや企業や働く女性向けに健康管理に関する情報を提
供している「働く女性の健康応援サイト」の活用

(フ)眼科検診等の実施の推進

アアイフレイノレチェックリスト(※8)や5つのチェックツール(※9)を
活用した眼のセルフチェックの推進

イ転倒等の労働災害の原因ともなっている緑内障等の眼科疾患を予防し、
早期に発見するための 40 歳以上の従業員に対する眼科検診(※1のの実

施について、別添8のり一フレットを活用し周知を依頼

(※1)「一般定期健康診断の問診票の外国語版」

//WWW. mhlw. go. j /stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukhtt s

ijun/ yousei/anzen/index html

(※2)体力つくり国民運動(「体力つくり強調月間及びスポーツの日」ポス
ター等)

htt s ://W闇W mext

tm

Sport in Life プロジェクト htt s://s ortinlife.0. j /

(※3)「~取組の 5つのポイント~を確認しましょう!」
htt

(※4)「職場における感染防止対策の実践例」
htt

/<VW. mhl

(※5)「職場における新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するためのチェ

ツクリスト」

0. j /s orts/b_menu/s orts/mcateto 05/1ist/1377272. h

//

htt

(※6)職場における新型コロナウイルス感染症対策のための業種・業態別マニ
ユアノレ

mhl

/
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製造業
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tent/000805544

凧

/ tent/000805545

ノ

tent/000805575
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df

htt s://肌Ⅷ. mhlw. go. j /content/000786024

If

/content/000786023 df

df



゛

建設業

接客業

運輸業(旅客輸送) htt s://WWW.mhlw.0.j /content/000786046. df
運送.配送サービス業 htt s://四". mhlw.0.j /contenvoo0786203. df
(※7)がん検診普及啓発ポスター

S ://W卯. mh]W. go. j /stf/seisakunitsuite/bunva/0000126978. htmlhtt

(※8)アイフレイルチェックリスト

S://WWW. eye-frail. j /checklist/htt

(※ 9) 5つのチェックツーノレ

htt s://WW. mhlw

htt s://NV 0.j /content/000786045mhlw df

S ://W帆V. eye-frailhtt

(※1の眼科検診に関する清報
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新型コロナウイルス感染症が気になって

受診を控えている皆さまへ

倉
定期的に

健・ク・検・クを
受けましょう

自覚症状が現れにくい、そんな病気は少なくありません。

だ力らこそ、定期的な健診と検診で健康状態をしっ向りチェック

自分の体をしっかり知るのが、健康維持の'第歩です。

健レ断の会場では換気や消を行うなど、

新型コロナウイルス感染症の感染防止対策※1こ努めています。
「健康診断実施時における新型コロナウイルス感染症対策Lつして」

(公益社団法人全国労働衛生団体連合会等)

・受診の前には、体温を測定するなと、体調に問題がないことを

確認して下さい。

・マスクの着用、受診前後の手洗いなどの感染対策をしっかの
しましょう。

り札く多一

生労省
^■写



事業者の皆さまへ

厚生労働省では、毎年9月を「職場の健康診断実施強化月間」とし、集中的・重点的に啓発を行って

います。事業者の皆さまは、月間中、労働安全衛生法に基づく一般定期健康診断の実施、その結果にっ
いての医師の,見聴取、その意見を踏まえた就業上の措の実施の徹底をお願いします。

令和4年度強化月間の重点周知事項は、「医療保険者※1との連携」によるコラボ~レスの推進です。

■労災害の防止、企業の生産性向上等のためにはコラボヘルスの推進が重要です

^

診断実施強化月間」でノ

と連携してコラボヘルスを推進してください

資料はこちら

【コラボ~レスの取組】

●健康保険組合提供のレセプトデータなども活用しながら、定期健康診断結果や長時間労データ

などの分析を行い、事業場の保健師・看、師が課題解決のための施策(運動セミナー、メンタル

ヘルスのe・1eamingなど)を各部門ごとに提案することで、具体的な取組みにつなげられた。

●健康保険組合による禁煙外来費用の全額補助を活用し、喫煙率が4年間でマイナス5%となった。

(う厘璽菱血全 都道府県労働局・労働基準監署

・才事業者による具体的な取組判列を「職場における心とからだの健康づくりのための

手引き」でご紹介しています。

■医療保険者から従業員の健康診の結果を求められた

●医療保険者に健康診断の結果を提供することで、以下のことが期待されます。

①従業は、マナハータルいて'のー できようになり、自らの健康管理

に役立てることができます。

②事業者は、医八者と連することで、レセプトデータや の白共をけることができ

従業の健康保持増進、ひいては労働災害の防止・企業の生産性向上等につなげられます。

別添2

●なお、健康診断の実施に当たっては、医療保険者への情報提供や連携を円滑に行

うため、厚生労働省HPに掲している※3「モー'ノ 耒きモ,皇」や「言少、

般健康診断標準問診票」をご活用ください。

XI

※2

※3

:協会けんぽ、健保組合、市町村国保、国保組合、共済組合等を指します。

:法律に基づく第三者提供であるため、個人情報の保に関する法律上、本人同,の取得が不要です。

「生労働省安全衛生関係主要様式」で検索して出てくる厚生労働省HPのサイトから、「定期健康診断実
施関係」に入って取得して下さい。(右のQRコードで当該ページが開けます。)

くご

【高齢者の医の確保に関する法にづく (40歳以上)】

特定健康診査(生活習の予防のために行うメタボリックシンドロームに目した健診)につぃては、労働安全

衛生法に基づく一般定期健康診断を既に実施した方については、その結果を医療保険者が受領することにより、実

施を全部又は一部免除することとなっています。

(40【健康保険法に基づく )】

特定健康診査の実施対象ではない40歳未満の方についても、医療保険者が事業者から健康診断の結果を入手し、保

健事業に活用することを可能とする改正健康保険法等が令和4年1月に施行されました。

手引き

は提供にご協力ください※2

>

回"'回

1可'、.

回回

回尉.



「職場の健康診断実施強化月問」の実施に関する協力依頼につ
いて(抜粋)=

令和4年8月25日付け基安発0825第3号

1

(1)健康診断及び事後措等の実施の徹底

(2)健康》断1旦果四記一ののナ、働者に対す医師
又は保健師による保健指の実施,.

(4)新型コロナワイルス感染症の状況を踏まえた安衛去等
に茎づく健康診断の実施に係る対応,

(5L高齢者の塵療少確に閏る>一基づ乏医療保険者がー
う型定健康診査'保寸貝の 3第6=「特{健康ヲ
査ゑの実施に関立る協玄依種にっ〒て」 L ホ士果定医療
保険者への、,=、

いう。)に基づく保健事業との連携゜=
(8)平蔵30年3月29日付け基安労発0329第3号「地^

業保健センをτ事業の'一育け産業保健嘉厶支援
センターの地域窓口の活用

事項

2 取組をする上での留点

(1)派'労働者にっいては、健康診断1〒関する措務にっ
いて、派遣元・派'先の役割分担がなされているため、
以下φ事項に留,してぃただきたいこと。」'ア派遣元事業場による・上艘健康診断、派'先事業場によ
る特殊健康診断の実施状況を確認すること。

イ派'元事業場においては一般健康診断及び特殊健康診
断結果の記録の保存、派:先事茎場においては特殊健康

玖断結果の記録の保存竺況皇畢後卜等実施
にっいては、派遣元事業場にその務が課せられている

が、派遣完事業場でなければ実施できない事項等、もあ
り、j'元事業場と派'先事業場ζの十分な連携が必要
であることから、両事業場の'が十分でない事案を把
握した場合は、+分に連絡調整を行う必要があること。

(2) 1のτ4)にっいて、健康診断実施機関の予約が取れな
い等の事情により、ーむを得ず法定の期日までに実施す
ることが困埜な場合には、可能な限り早期に実施できる
よう計画を立て、当該計画に基づき実施していただきた

についての医師からの,見聴取、脳・心臓疾患のりスク
が高い労働者に対する保健指等の支援を行っている二
とから、小規模事業場への指'等の際は、必要に応じ
て、別添3のり一フレットの活用等により、その利用を
勧奨していただくこと。

(6)安'法に墓て§く各種健康診断の結果報告にっいては、
子申a の利用が可能であることから、別添4のり、ーフ
レットの活用等により、その利用を勧奨していただきた
いこと。

3 断以外の保にするの周知・啓発

事業場における産業保健の推進を図るため、重点事項と
併せて、以下の取組につぃても周知・啓発を行っていただ

いこと。__,

また!健康弓断ち、対策を誕6た健康診断実施機関
において実施する必要があることなどにっいて、併せて
周知を行っていただきたいこと。
また、別添1のし)'ー:乞レットa)活用等{〒より、労働者に

対しそ、労働者は健康診断の受診義務があるどとを周知
していただきたいこと。

併せ乞'管丙1鳳ヲ=外国t五版(一証L中国
i呈、韓国三、、孟ぺイン三、乞ブ盆、タ、イ拓゜ロネパとル証シ万
メLル語、ミャンマー語、モシゴル語}(※1)の周知
を行つていこここいこ。

づいて安衛法に基づく定期健塵診断結果を求めた保険者に対して、当該結果のうち特定健康診査に相当ぎる項目
を提供じなけhばならないこζを知らないこと等によ
り、、'小企業等における取組が進んでいないといった指
摘がある。医療保険者への健康診断の結果の情報提供に
より、コラボヘルス等が推進され、労'者の健康保持増
進にっながることから、令和2年12月23日付け基発

1223第6号特定健塵吹一呈づよ期健康紗断一号
特定健康診査に相当する項目の結果の提供の義務にっい
て、別添2のり一フレットの活用等により、改めて周知
を行っていただきたいこと。

(4) 1の(フ)」にっいては、゜令和3年6月11日に健保法が
改正され、令和4年1月よ1つA特定健康診査の対象とな
らない46歳未満の労働者の企期健康診断結果にっいて
も、保険者から求められた場合の提供が事業者に義務付
けちれたところであり、別添2のり一フレットを用い
て、併せて周知を行っていただきたいこと。

(5) iの(8)にっいては、産集保侮総合支喪センターの地
域窓口(地域産業保七一」健康抄断紗果

域での検査機会の確保等、_、
イ「職場におけるエイズ問題に関するガイドライン」

(平成7年2月20日策定、平成22年4月30日改訂)
に基づく取組戸,

ウ令和4年4月20日付け基安労発0420第1号「従業
に対する風しんの抗体検査の機会の提供について
(協力依頼)」等に基づく抗体検査の機会の提供等

(5)職場におけるがん検診の推進
ア健康診断実施時に、事業者や健康診断実施機関等か

ら、がん検診の受診勧奨(※7)
イ特に、女性従業員に対し、子宮頸がん検診や婦人科
等の定期受診促進について、別添5のり一フレットを
活用し、周知

ウ「職域におけるがん検診に関するマニュアル」(平
成30年3月策定)を参考にしたがん検診の実施

工別添6のり一フレットを活j盲'し、がん対策椎進企業
アクションの周知

(6)更年期害に関する1里解の促進
ア別添7のり一フレットを活用し、産業保健総合支援
センターにおける人事労務担当者・産業保健スタッフ
向けの女性の健康課題に関する専門的研修の周知

イ e・~レスネットや企業やく女性向けに健康管理に
関する情報を提供している「く女性の健康応援サイ
ト」の活用

(フ)眼科検診等の実施の推進
アアイフレイルチエックリスト(※8)や5つの

チエyクツール(※9)を活用した眼のセルフチエツク
の推進

イ転倒等の労働災害の原因ともなっている緑内等の
眼科疾患を予防し、早期に発見するための40歳以上の
従業員だ対する眼萪検診(※10)の美施にっいて、別
添8のり一フレットを活用し周知を依頼

回回
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偶"添1~8のり一フレット及び※1~10
もこちらからごいただけます.)
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~労者50人未満の小規業場の方へ~
産保総合支センターの地窓口を利用していますか?

労者数 50 人未満の小規模事業の事業者が独自に医師を確保し、労者に対する

保健指、健康相談などの産業保健サービスを十分に提供することは容易ではありませ

人ノ。

こういった小規模業場の事業者とそこで働く人々が、充実した産業保健サービスを

受けられるよう、労働基準監督管轄区域ごとに産業保健総合支援センターの地域窓口

を設けており、小規模業'の業者やそこでく人々を対象として、以下の産業保健

サービスを原則として無料で提供しています。

ご利用については、独立行政法人労者健康安全機構、または産業保健総合支セン

ターまでお問い合わせください。

0相談対応

・メンタルヘルスを含む労働者の健康管理についての相談

・健康診結果についての医師からの意見聴取

・長時間労者に対する面接指

0個別訪問指(医師などによる職巡視など)

0産業保健に関する"報提供

~派'労働者の康理について~

派'労者の健康診断については、派'元・派'先それぞれの役割に応じた義務を課し

ています。に以下の事項に留意しましょう。

0派遣元事業者による一般健康診断の実施の徹底

一般健康診断及び特殊健康診断結果の百録の保存の徹底

0派'先業場による特殊健康診断の実施の徹底

特殊健康診断結果の記録の保存の徹底

0一般健康診の事後措に関する派'元事業及び派'先事業場の十分な連携

0派'元業者を通じた、労働者に対する健康診断結果の通知の保存の周知

別添3

健康診断と事後措置等に関するご質問は、最寄りの都道府県労働局や労働基準監督署
までお問い合わせください。

<全国の労働局・労働基準監督署の連絡先はこちら>
h杜 S: VVVVVV.mhlvv,0.' S廿 Seisakunitsuite bun a

koyou_roudou/roudoukijun/10cationhtml
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0 00

ち 三主できます。
な斤

総括安全衛生管理者/安全管理者/衛生管理者/産業医の選任報告

定期健康診断結果報告
1可

心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告

労働安全衛生法に基づく免許証の新規交付申請/再交付申請/
☆

書替え申請/更新申請 注)顔写真等を別途郵送する必要があります。

足場/局所排気装等の設・移転・変更届
(労働安全衛生法第88条に基づく届出)

有害物ぱく露作業報止

労者死傷病報告

特定元方事業者の事業開始報告

☆ボイラー・第一種圧力容器の構造検査・溶接検査・落成検査申請

☆クレーンの落成検査申請

☆移動式クレーンの製造検査申請

特定化学物質、有機溶剤等の特殊健康診断結果報告

☆印の手は、子申請を行うと手数料が割引になります。 ミ1生)
※詳しくは、労働基準監督署又は都道府県労働局にお問い合わせください。

す

イム

ー,

ノ、ゞ':ゞ.d

訴

は、

.

上記のほか、労働安全衛生関係法令の電子申請が可能な届出等はこちらをご照ください。
U R L : http://WWW.mhl、Ngo.jp/file/06・seisakujouhou・11200000・

Roudoukijunkyoku/denshi.×1SX

子申請の詳しい操作方法は、パンフレット「労働基準法、低賃金法等の届出等は、子申
請が便利ですUに掲載していますので、ご覧ください。

パンフレツト掲載先: http://WW、N.mhlw.go.jp/Sザ/seisakunitsuite/bunya/0000184033.html

(う厚生労省・都道府県労働局・労働基準監督 (H30.1)

.
●
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子宮頸がんについて

長司わが国では女性のがんの中で櫂患する人が
多く、特に30~40歳代の女性で近年増加傾

向にあるがんです。

圧弓検診を受けることで、がんになるりスクや死亡
リスクが減少します。

長ヨ検診は2年に1度定期的に受けてください。
ただし、月経(生理)以外に出血がある、閉経し

たのに出血がある、月経が不規則などの症状

がある場合は次の検診を待たずに医療機関を

受診してください。

長引検診で「要精密検査」となった場合は、その後
必ず密検査を受けてください。

精密検査はコルボスコープ下の組織診・細胞

診・HPV検査などを組み合わせて行います。

検診では、がんでないのにr要精密検査」と図
判定される合や、がんがあるのに見つけられ

ない合もあります。

区司検診は自治体と、各医療機関が連携して行って
います。密検査の結果は関係機関で共有さ

れます。

※精密検査の結果は市区町村へと報告されます。才た、最初に受診した

医療機関と異なる医療機閏で精密検査を受けた場合は、初に受診し
た医療機関にも後日精密検査結果が共有されます。(医療機閏の検診箔
度向上のため)

「子宮頸がん」「がん検診」などのがんの報についてもっと詳し

く知りたい方に、国立がん研究センターのがん報サービスは、

わかりやすく確かな情報をお届けしています。

国立がん研究センター

がん情報サービス'

これから受ける検査のこと

子宮掘がん診

取翻珂目弱飢轟

^^^^^ーー^^^^ーーー^^ーーー^^ー^^^ーーー^●

つくろ乞妄えろ

届けろ苫贈ろ

. . .

国立がん研究センターは、皆さまからのご寄付で
「確かな・わかりやすい・役立つ」がん情報を
つくり、全田の図館などにお届けするキャン
ペーンを行っています.ぜひご協力ください.
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国立がん研究センターがん対策報センター
がん医療支 検診実施 援室 2021年4月
厚生労行政推進調恵補助金「検診効果の大化にする
域を加えた新たながん検診精度管理手法にする研究」班
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子宮頸がん検診を受ける前にー.

^

子宮頸がんは櫂患する人(かかる人)がわが国の

女性のがんの中でも比較的多く、また30-40歳代の

女性で近年増加傾向にあります。自治体で推奨して

いる子宮頸がん検診(子宮頸部の細胞診)は「死亡

率、催患率を減少させることが科学的に証明され

た」有効な検診です。早期発見、治療で大切な命を

守るために、20歳以上の女性は2年に1度定期的に

検診を受診し、「要精密検査」という結果を受け取っ

た場合には必ず精密検査を受けるようにしてくださ

い。

すべての検診には「デメリット」があります。がんは

発生してから一定の大きさになるまでは発見できま

せんし、検査では見つけにくいがんもありますので、

すべてのがんががん検診て見つかるわけではあり

ません。また、がんでなくても「要精検」と判定される

こともあります。子宮頸がんは前がん病変も検診で

見つけられるのですが、この中には放置しても治癒

してしまうものも多いために、結果的に不必要な

精密検査や治療を受けなければならない場合もあ

ります。さらに、検査によって出血などが起こること

があります。

しかし、子宮頸がん検診はこれらの低い確率で起こ

るデメリットよりも、がんで亡くなることを防ぐメリッ

トが大きいことが証明されているため、必ず定期的

に受診してください。

^

^

、

ノ

子宮頸がん検診の流れ

曲 受付(保険証の提示、質問票の記入)

aD
@釦

ぐ)
0

問診(症状があれば報告)

子宮頸部の細胞診

ゾ

1

1

気になる症状がある場合

月経(生理)以外に出血がある、閉経したのに出血がある、

月経が不規則など、気になる症状がある場合は問診の際に

医師に必ずお伝えください。不正出血が疑われる症状があ

る場合は自治体の検診を待たずすぐに婦人科を受診してく

ださい。また現在婦人科を受診し経過観察中の方は自治体

の検診ではなく、引き続き受診中の主治医の指示を受けて

ください。

がんの疑、あり
ゾ要密検

必ず受けてください

精密検査

(コルポスコープ検査またはHPV検査)

,

1

^

1
す

^ ^

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

^

ノ
ず

^

ゾ

かんの疑いなし

検不要

子宮頸部の細胞診

子宮頸がん検診は子宮頸部(子宮の入り

ロ)を、先にブラシのついた専用の器具で

擦って細胞を取って、がん細胞など異常な

細胞がないかを顕微鏡で調ぺる検査です。

*月経(生理)中は避けて検査を受けてください。

ゾ

治療

前がん
病

前がん病変が見つかった時には、状態によって治療を行う場合も

ありますし、治Tをせずに医機関で定期的に経過観察になる

場合もあります。

精密検査はコルボスコープ検査ほたはHPV検査)

細胞診で異常が発見されたらコルポス

コープ検査で詳しく調ぺます。コルポス

コープ(腔拡大鏡)を使って子宮頸部を

詳しく見ます。異常な部位が見つかれ

ば、組織を一部採取して悪性かどぅか

を診断します。また細胞診の結果によっ

てはHPV検査(子宮頸がんを引き起こ

すウイルスの有無を調べます)を行い、

コルポスコープ検査が必要かどぅかを

判断することもあります。^異なし

定期的な

精密検査で観察

子宮頸部

専用のブラシ

子宮類部をブラシ
で擦り細胞を取って
微で見る

次回の検診

^ 検診は20歳以上、2年に1度定期的に受ける
ことか大切てす

子宮頸がんの中には急速に進行するがんもあります。早期

発見のために必ず2年に】度、定期的に検診を受けてくださ

い。推奨している受診年齢や受診間隔を守らないと、検診の

「デメリット」が大きくなってしまいます。

子宮顕部を

拡大で見る

大鏡

ー
ノ



(う厘生亀画省

゛魯亀、

1、

今年も行こう、がん検診

6厘^f

~あなたと畳する塗のために~

牡っ

会て

へも

(王^ 'ー'^^

社内掲出用のポスターを無料でプレゼント

艇携鍔、
がん封儒捕進全卑アウシ島ン帽逗バートナー金寓

登録手続き完了後

登録証などを

お送りします

登録証

株式会社0000

f

推進バートナー登録証をお送りします

'

゛'討^運金富尋ヨ●*胃

企業同士の惰報交換オンライン五

の積極推進企業には表彰脚」度あり

がん対策推進企業アクションとは?

生労働省が実施する各対策の中で、職域がん対策に特化した国家プロジエクトです。
東京大学の中川恵一先生先生をアドバイザリーボードの議として、令和4年で14年目を迎え、
現在では規模を問わず多数の・団体が推進パートナー登録しています。

登録・月額用はかかりません。

なぜ企業力汗がん対策」?

2人に1人ががんになると言われている、がん大国である日本において、

定年の延長や女の社会進出をとして、「働く世代」でがんに櫂患する方が増えています。
これは経営においても見過ごすことの出来ない要な間題であり、

てん対策については、様々な対策の整備も進んでいます。

■登録したらどんなメリッ

e・ラーニングの利用、研修会や意見交換会への参加、YOUTube動画などの啓発ツールの活用など、
様々なコンテンツが無料でご利用いただけます。また医師・専門家による最 も毎月お届けします。

ぜひ大切なをがんから守るため「がん対策推進企業アクション」へご登録ください。
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毎月

乎

情報をNewSとしてお届け

.^^

榔螂師によるオンライン・オフライン無料研修

G今^^

V
ピうしてヒト林、がんになるのか

Eヨ区ヨEヨ区ヨ区ヨ

YOUTubeで鬼の中川先生力t

は、がんを知ること!
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ん対策推進企業アクショ

イ石三tん対策推進
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τ宴'

推迪←トナー登録で中川先生監修の'が
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がん検診に行きましょう!

試宜掌^

恒^

争,C与'

0看宰ど官

Aつ岳●

堂貞仁匡ぎ'

4凱尋杢助

eラーニング'を何名でも無料で受請できます!

がん対策'進<アクション務。

,.103-6281-9094 企業アクション

〒102-0083 東京都千代田区麹町2-3-9 麹町プレイス4F (株式会社ウインウイン内)

ホームページの

登録フォームから

お申し込みください

事務局にて確認後

登録手続きを

行います
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事業者、人事労務担当者の皆様、

産業医・産業看護臓等の産業保健スタッフの皆様へ

,

全国47都道府県に設置されている産業保健総合支援センターでは、
産業保健の専門家が以下の支援に取り組んでいます。ぜひご活用くださし

4

女性特有の健康課題に関する研修
を実施しています

月経関連疾患などライフステージに応じた女性の健康課題について正しく
理解し、働く女性に対して適切に配慮(婦人科等を受診する場合の特段の
配慮や相談しやすい臓場環境の整備等)する
ことが重要です。

事業者や人事労務担当者、産業保健スタッフ .

二

向けに研修を実施していますので、ぜひ受講
してください。

保健総合

:▼

ーをご活用ください

. ず ^

別添7

職場における女性の健康に関する
ご相談に応じます

産業保健総合支援センターの保健師が中心となの、臓場における女性の健
康に関するご相談に対応いたします。

よの専門的なご相談については、女性健康支援 ＼ /
センターや不妊専門相談センターにご案内する

^
など、産業保健総合支援センターの保健師が連 . ..

二
携コーディネーターとして支援を行います。
労働者個人の方、事業者の方からのご相談を受
け付けています。

^

<ホームページのご案内>

各種研修・セミナーは、各都道府県の産業保健総合支援センターの
ホームヘージからお申込みいただけます。

h杜PS: VVVVVV.johas.目0.jp shisetsu tabid 578 default.aspx
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その他女性の健康支援に役立つツール

●働く女性の健康応援サイト(厚生労働省)

女性が健康で働くために臓場で
どのようなことに取の組んだら

いいのか、様尽なヒントが掲載
ユめこ

されています。
女性特有の倣長坪並

企業の取組事例なども紹介して 企鼻ご損当壱の巧

います。 企窯廠矩事例

訊修用貞龍・動画一

h杜PS: joseishugyo.m川VV.宮0.jp/healt "
h/index.htrnl Q&A

●女性の健康推進室へルスケアラボ(

すぺての女性の健康を推進する ヘルスケアワボ

ために、ライフステージに応じ
た心身の変化や、女性特有の病
気に関する情報、セルフチエッ
クなどについて紹介しています。

https: VV-health.jp

@

回回

回.'

.

健康課題別職場のサポート

回回

,"
回

(R4.8)

トゥフ)ξ!'1t,Li兄ロリポー

ι赴ナウ.0)討斥織Mが●"j't か

一丁イ'票 P

目門衣コラム

浩御・制極

女性の健優課盟ごとに、どのようなサポートがあるとよいか声とめました

ノノク誓

お知→

月柱につもて正し勉

り連T0ナ'封昌きよう

更卑疇尋状でせ事セあ善

ら励1'ために日め

陽人"とコながろう

●不妊予防支援パッケージ(内閣府・文部科学省・厚生労働省)

生涯にわたる女性の健康を包括的に支援することを通じ、不妊予防に向
けた取の組みを推進するため、関係省庁とが連携し、不妊予防支援パッ
ケージを公表しています。

阿ttps: WWVV.mhlvv.昌0.jp content l0901000000825095.pdf

回回
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田住の宮化と仕醍^削

四

生労働省研究班監修)

が'^罰費見とがん佑
星とのヨ立
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目の気の早期発見

眼底検査駄"吋。甑
はっきり

たには

^^

あざやか

目の変化は全く自覚のないまま、ゆっくり進む

こともあれぱ、突然起きることもあります。

加止0

^
目の病X

広い視界

'

^'

そういえぱー・

定期健診でメタボはチェック

するけど、目は視力検査しか

受けたことがないわ

歴ヨ

4

Q.眼底検

.血管や

..

で何を調べる?

膜、視神経を調べます。

角膜一ーー^

光

目に病気がないかを調べる

,t

「眼底検査ル 、'、
臼
込

とても大切です

眼底は、眼の奥の部分で、病気の早期発見につ

ながる大事な情報がたくさん詰まってぃます。

^

「見る」は、外からの光が網膜上でピントを結ぴ、網膜

から視神経を通じて脳に情報が伝わって成立します。

眼底検査では、これらに異常がないか、調べます。

Q.眼底検査の方法は?

A.眼底鏡や眼底カメラを使います。

^

'

^

^

^

..

,J

眼科医が直接眼底を観察、または眼底カメラで写真

を撮影し、判定に用います。少しま引しいですが、痛
みはありません。
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「眼亡検査」で見つ1 ることができるおもな目の病気

糖尿病網膜症帳底出血)緑内障(視神経乳頭陥凹拡大)

徐々に視野が狭くなりますが、視力は下がちず、異変に気付い自覚症状が出にくく、見えづらいと感じる頃にはかなり
た時には末期になっています。日本人の失明する原因の第一位進行しています。糖尿病の方は、必ず定期的な眼底検査

を受けてください。です。眼底検査で視神経をチェックすることで発見できます。

網膜血管の動脈硬化・閉塞(眼底出血)黄斑変性

歪む、視野が欠けるなどの自覚症状が出やすいので、眼眼底は、外から血管を直接見ることができる唯一の場所
底検査とともに下のアムスラーチャートによるセルフです。高血圧、糖尿病、高脂血症などは動脈硬化が起き

やすく、眼底検査で全身血管の状,、が予測できますチエックが有効です

年に一度、眼底検査を V

視神経乳頂の陥凹

/

正常

日常的に目の健状態

アムラーチヤート

緑内障 黄斑変性

視野チエックシート
「クロックチャート」

線がゆがむ、中心が見えない、

一部が欠けるなど、片目ずつ

見え方がおかしくないかチエック

糖尿病膜症

日本眼科啓発会公益社団法人
アイフレイル日本眼科医会 アイフレイル啓発

公式サイト
J貞^NOPHTト^^15T5AS5Ⅸ:1AT1αゞ

目の健康寿命をのばそう

https://WWVV.eye・frail.jphttps:ノノWWW.宮ankaikai.or.jp/info/detaivkensindaiji html

発行元公益社団法人日本眼科医会心配なことがあれぱ、お近くの眼科専門医にご相談ください。

目の検診回磯'回
き,、'・.0特設サイト回、"・

視野セルフチエック
「クアトロチエッカー@」

できるツールがあります

画面のイモムシが
消える位置が点!

10秒&目の症状
チエック

アイフレイル点検しよう●

膜静脈の閉塞

、、
^

コントラスト度
簡易セルフチエック

おうちでかんたん
見え方チエック
「アイミルン」

回.回

回 i

AlmlN"

回'回
闇0 "

回

,イ重鼻ン シh
視力測定
スタート

モ

小

.

各ツールの

セルフチエツクは

こちらから

.

→
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